
新潟県立自然科学館指定管理者審査委員会設置要綱 新旧対照表 

（新） （旧） 
第１条～第２条 （略） 

 

（組織） 

第３条 委員会は、７名以内で次に掲げる委員をもって組織す

る。 

(1) 自然科学系文化施設、理科教育政策に関して見識を有す

る者 

(2) 経営について見識を有する者 

(3) 人事・労務について見識を有する者 

(4) 文化施設を利用している者 

(5) 文化課長 

２～３ （略） 

 

第４条～第７条 （略） 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、観光文化スポーツ部文化課において

処理する。 

 

第９条 （略） 

第１条～第２条 （略） 

 

（組織） 

第３条 委員会は、７名以内で次に掲げる委員をもって組織す

る。 

(1) 自然科学系文化施設、理科教育政策に関して見識を有す

る者 

(2) 経営について見識を有する者 

(3) 人事・労務について見識を有する者 

(4) 文化施設を利用している者 

(5) 文化振興課長 

２～３ （略） 

 

第４条～第７条 （略） 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、県民生活・環境部文化振興課におい

て処理する。 

 

第９条 （略） 
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